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「10分でできる不祥事予防研修」 

校内倫理委員会や職員会議のはじめ等にご活用ください。 

① 性暴力防止法って知ってる？ 

② 最近、改正になったんでしょ。 

③ 性犯罪の刑法が変わったからだよね。 

④ 令和 5年 7月 13日から施行され

たみたいよ。性的姿態等撮影などが

新しく加わったんだよね。 

⑤ 最近、撮影罪での逮捕が、よくネット

ニュースに流れているね。 

⑦ 私たちの学校に逮捕者が出たら

どうなるんだろう？ 

⑧ そうだね、子供たちと保護者に

説明は必要だろうね、あと… 

⑨ なんで、学校の教職員がそんなことするん

だろうね？ 

⑩ 学校って、日常的に着替えをしたり、 

行事などでは写真を撮ったりするからね。 

変な嗜好とかストレスとかあるのかな… 

⑪ 私たちの学校で、同様なことが起きな

いように、できることって何かな？ 

 

 

⑥ 7月から急に目につくようになった。

教職員も逮捕されている。 

Q１ 職員のわいせつ不祥事が起こった時、どのような対応が必要に

なるか話し合ってみましょう。 

 

 

Q２ 教職員のわいせつ事案がなくならないのはどうしてだろうか、

話し合ってみましょう。 

裏面もチェック☞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

性的姿態等撮影罪など（新設） ※一部抜粋 

 

１ 性的姿態等撮影罪 

（１）正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」（性的な部位、身

に付けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における

人の姿）を撮影。 

（２）正当な理由がないのに、１６歳未満の子供の「性的姿態等」を撮影。 

２ 性的影像記録提供等罪 

（１）上記撮影罪によって撮影・記録された性的姿態等の画像（性的影像

記録）を特定・少数の者に提供。 

（２）「性的影像記録」を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列。 

３ 性的影像記録保管罪 

（１）提供又は公然陳列の目的で、「性的影像記録」を保管。 

４ 性的姿態等影像記録罪 

（１）「性的姿態等」の映像を、そのようなものであると知りながら、記録。 

わいせつ行為によって傷つけられた子供は、場合によって

はトラウマになったり、人間不信に陥ったり、一生その心の

傷を負うことになってしまいます。また、信頼していた先生

がわいせつ罪などで逮捕され、報道されることになれば、子

供たちに与える影響は計りしれません。なぜ教員のわいせつ

事案は無くならないのでしょうか。 

教員に関するわいせつ事案例 
（近年、全国ニュースになったもの） 

 

・人けの無い小学校の屋内運動場放送室に児童を誘い出し、児童２人の下半身を触った。                    

（小学校男性教諭 37 歳） 

・介助等の目的が無いにも関わらずトイレの扉を開けたまま児童に用を足させ、男性講

師がトイレットペーパーで拭いた。        （小学校男性講師 35 歳） 

・教室で児童らが水着に着替える様子やスカートの中を自分のスマホで盗撮した。  

（小学校男性講師 25 歳） 

・担任していた学級の生徒に好意を伝え、校内で抱きあったり、休日２人だけで出かけ

たりした。                   （中学校女性教諭 44 歳） 

・酔って路上で寝ていた見ず知らずの女性を触ったことで、準強制わいせつ行為として

現行犯逮捕された。               （小学校男性教諭 45 歳） 

・勤務する中学校の校長室で、以前勤務していた中学校の生徒（児童ポルノ画像）が記

録されたデジカメを所持したとして逮捕された。  （中学校男性校長 55 歳） 

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪（改正）※一部抜粋 

以下の１又は２によって、性交等をした場合    →不同意性交等罪 

            わいせつな行為をした場合→不同意わいせつ罪 

１ ①～⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明、又は

全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状

態にあることに乗じること。 

①暴行又は脅迫         ②心身の障害 

③アルコール又は薬物の影響   ④睡眠その他の意識不明瞭 

⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在（不意打ち） 

⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕（フリーズ） 

⑦虐待に起因する心理的反応 

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮 

 

２ わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせたりこと、又

は相手がそのような誤信をしていることに乗じること。 

 

これらにあたらない場合でも… 

３ 相手が 13 歳未満の子供である場合、又は、相手が 13 歳以上 16 歳未

満の子供で、行為者が５歳以上年長である場合にも、不同意性交等罪や

不同意わいせつ罪が成立する。 

法務省のホーム

ページで 

詳細をチェック 


